
奈良県 介護施設･事業所集団指導
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動画

動画

動画

動画

資料
のみ

奈良県介護保険課
各種申請・届出について等

奈良県福祉医療部総務課監査係
奈良労働局
介護労働安定センター奈良支部
奈良県国⺠健康保険団体連合会

指導及び監査について等

労働関係法令について等

当法人の支援内容について等

介護報酬請求について等

集団指導プログラム

※各動画の内容は、動画作成時点の情報です。最新情報の収集をお願いいたします。 1



奈良県介護保険課 全施設・事業所向け集団指導 プログラム
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各種申請・届出について
各種報告・危機管理について
運営基準について
その他留意事項
・管理者の責務・兼務 ・経過措置が終了する事項について
・処遇改善加算 ・お問い合わせについて
・同一建物減算 ・本県の担当部署一覧
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１１１１....各種申請・届出について各種申請・届出について各種申請・届出について各種申請・届出について
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各種申請書・届出書の様式が、
令和６年４月より変更になりました

(厚労省の標準様式に準拠)

新しい様式をダウンロードして作成してください

各種申請・届出について1
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各加算の要件を充たしているかご確認ください
※現在取得している加算の要件が変わる場合もあります

体制届の提出が必要かご確認ください
※介護保険課のHPをご確認ください
体制届〆切：居宅系サービス→加算を算定したい月の前月15日迄

施設系サービス→加算を算定したい月の1日迄

!

!

各種申請・届出について1
体制届について
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変更届について
各種申請・届出について1

事前相談 変更届の提出期限

原 則 (下の場合以外) 不要 変更後10日以内

  例 外
施設系サービスの管理者変更 不要 変更日の２週間前まで
施設・事業所の移転 要 事前相談後、移転予定日の１ヶ月前まで
工事を伴う場合 要 事前相談後、変更予定日の前々月の末日まで
定員を増やす場合 要 事前相談後、変更予定日の前々月の末日まで
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更新申請について
６年ごとに更新手続が必要です
事前に介護保険課から通知を発送します

速やかにご対応ください

各種申請・届出について1
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※更新申請については、電子申請・届出システムでの申請も可能
電子での申請の場合は事前に介護保険課までご連絡ください



休止届・廃止届について

休止が可能な期間は、原則１年間です
休止中の事業は、再開届が受理されなければ更新を
受けることができません

休廃止の日付は、最終営業日を記載してください
(例)令和6年3月31日まで営業し、4月1日から休止する場合

休止の日付→ 令和6年3月31日
令和6年4月1日

○
×

各種申請・届出について1
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最終営業日の1ヶ月前までに届出をお願いします



業務管理体制の届出について
１

(厚労省ホームページより)

業務管理体制の整備に関する届出
システム（電子）もご活用ください

各種申請・届出について

9



オンラインで、新規申請・更新申請・変更届 等の提出ができるようになります
奈良県では、令和６年１０月から更新申請の受付を開始しています。
来年度より順次受付を拡大し、県HPにてお知らせします。

第２回地方公共団体向け「電子申請・届出システム」利用準備セミナー資料

ご利用には
GビズIDが
必要です

電子申請・届出システムについて★ １．各種申請・届出について
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【ID取得方法】
〇書類郵送申請

・ID発行まで約1週間必要
・印鑑証明等が必要

〇オンライン申請
・最短即日発行
・マイナンバーカードと読み取り可能スマートフォンが必要

GビズIDの取得についてのお願い
ＧビズＩＤは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
電子申請届出システムや経営情報DBのログイン時に必要なIDになります。

※主に株式会社、有限会社、合同会社の方が対象

発行には時間を要することがある
ので、事前に準備をお願いします

詳細については、デジタル庁HPをご確認ください。

★ １．各種申請・届出について
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２２２２....各種報告・危機管理について各種報告・危機管理について各種報告・危機管理について各種報告・危機管理について

①介護サービス情報公表システム ④リスクマネジメント
②災害時情報共有システム ⑤事故報告
③経営情報の報告データベース
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介護サービス情報公表システムについて１
既存の施設・事業所は、前年度に介護報酬の対象となる
サービスの対価として100万円を超える支払いを受けた
場合に、報告が必須となります

報告忘れがないかご確認ください

情報に変更があった場合には、更新をお願いします

２．各種報告・危機管理について
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災害時に、被災状況の報告を行っていただくことで、国や
県が迅速に被災状況の把握・共有を行い、支援が必要な施
設等に対し迅速かつ適切な支援を実施できる

災害想定訓練※を実施する際は、対象施設・事業所あて
に事前に通知等を行いますので、ご参加をお願いします
※システム上で、被害状況についての報告を行っていただく

災害時情報共有システムについて２
２．各種報告・危機管理について
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既存の施設・事業所は、前年度に介護報酬の対象となる
サービスの対価として100万円を超える支払いを受けた
場合に、報告が必須となります

報告期限は毎会計年度終了後3ヶ月以内
（※初年度は令和7年3月まで）

経営情報の報告について３
２．各種報告・危機管理について
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リスク予防には、施設・事業所全体で取り組む
ことが重要です

全ての職員が適切に対応で
きるように準備

対応責任者やマニュアル
を定期的に見直す

情報の共有→分析→
具体的な対策

リスクマネジメントについて４
２．各種報告・危機管理について
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以下の場合は、県と市町村の両方にご提出ください
(1) サービス提供時の利用者の事故のうち、医療機関で受診した場合ま

たは入院した場合で、新たに心身に障害が加わるおそれや、要介護
度が現在より重度になるおそれがあるもの

(2) 従業員の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響のあるもの
(3) その他、火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に

影響する重大な事故等

事故報告書について５
２．各種報告・危機管理について
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３．運営基準について３．運営基準について３．運営基準について３．運営基準について

①協力医療機関について ④業務継続計画について
②身体拘束の廃止について ⑤重要事項等の掲示について
③高齢者虐待防止の措置について ⑥認知症介護基礎研修について
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協力医療機関について1
(厚労省ホームページより)

３．運営基準について
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第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料

身体拘束等の廃止について2
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３．運営基準について

経過措置の終了
令和7年4月より、短期入所生活介護、短期入所療養介護に
ついても減算対象となる



第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料

高齢者虐待防止の推進について3
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３．運営基準について



第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料
経過措置が終了するため、
ご留意願います。

R7年4月より、BCPの
策定を行っていない場合、
すべての事業所※で減算※居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く

業務継続計画について4 ３．運営基準について
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第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料
経過措置が終了し、令和7年から義務となりますのでご留意願います！

重要事項等のWEB掲示について5
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３．運営基準について



〇令和6年4月からの義務付け
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、
介護サービス事業所が認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること

詳細については、
HPを確認！認知症介護基礎研修とは

⇒認知症介護の基本を学ぶための入門的な研修
e ラーニングシステムにて実施

新規採用者は1年以内に受講の必要あり！

認知症介護基礎研修の義務付けについて6
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３．運営基準について


